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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年８月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 養殖施設損傷 

発生日時 平成２４年１２月２５日 １９時２０分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市大島
おおしま

大向
おおむかい

西方沖 

 気仙沼市所在の浦の浜港田尻防波堤灯台から真方位１９９°１,１６

０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５１.３′ 東経１４１°３６.１′） 

事故調査の経過  平成２５年１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 翔
しょう

英
えい

丸、１４トン 

 ＯＮ２－０８７７（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.９５ｍ（Lr）×４.１２ｍ×１.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１５０、平成１４年２月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 昭和５７年８月４日 

  免許証交付日 平成２０年２月２５日 

         （平成２５年１１月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ曲損、クラッチ損傷 

養殖施設 養殖筏
いかだ

及び浮子
あ ば

破損、アンカーロープ折損 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、雪によって視界が制限された状

況下、船長が、気仙沼市黒崎島西方沖を通過して気仙沼湾の西湾に入

る際、レーダー及びＧＰＳプロッターによって船位を確認したのち、

気仙沼市気仙沼港に向け、約２～３ノットの対地速力として手動操舵

で北北西進した。 

 船長は、本船が気仙沼湾の西湾に入ったのち、主機及び操舵装置の

リモコンを持ち、操舵室を出て乗組員全員で操舵室の上部に上がり、

乗組員に対して目視による見張りを行うように指示し、自らも目視に

よる見張りを行っていた。 

 船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターによる船位の確認を行って

おらず、リモコンを使用して同じ速力で航行中、平成２４年１２月２
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５日１９時２０分ごろ、大島大向西方沖において、船首方の見張りを

行っていた乗組員から浮子が見える旨の報告を受けて周囲を確認した

ところ、本船がわかめ養殖施設に進入していることを確認した。 

 本船は、船長が、機関を後進にかけ、わかめ養殖施設から抜け出そ

うとしたが、プロペラに同養殖施設のアンカーロープなどが絡まって

航行不能となった。 

 船長は、海上保安庁に救助を要請したのち、手配した引船により、

わかめ養殖施設から引き出され、気仙沼港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 西北西、風速 約３.９m/s（最大瞬間風速約

８.１m/s）、視程 約１００ｍ以下 

海象：潮汐 低潮時、波高 約１～１.５ｍ 

 気仙沼市には１２月２５日１３時１０分に風雪注意報が発表され、

本事故発生当時は継続中であった。 

 その他の事項  本船は、例年８～１２月の間、気仙沼港において水揚げを行っていた。 

 船長は、気仙沼湾内を航行する際、ふだんから操舵室の上部に上が

り、遠隔操縦のリモコンを使用して操船を行っていた。 

船長は、本事故発生場所にわかめ養殖施設が設置されていることを

知っていたが、本船のＧＰＳプロッターには、同養殖施設の場所が入

力されていなかった。 

船長は、本事故発生当時、わかめ養殖施設の浮標灯を確認できなか

った。 

 わかめ養殖施設は、本事故発生当時、浮標灯を点灯していた。 

 船長は、夜間、降雪状態の海域を航行するのが初めてであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、雪によって視界制限状態となった大島大向沖を北北西進

中、船長が、目視による見張りを行っていたことから、わかめ養殖施

設に気付かず、同養殖施設に進入して損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、雪によって視界制限状態となった大島大

向西方沖を北北西進中、船長が、目視による見張りを行っていたた

め、わかめ養殖施設に気付かず、同養殖施設に進入したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態の海域を航行する際は、目視だけではなく、レーダ

ー及びＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を行うこと。 

・養殖施設の設置場所は、あらかじめレーダーやＧＰＳプロッター

に入力しておくこと。  


